
　株式会社イーストマンライツ

重要事項説明書
有料老人ホームゆうらくさんち

この重要事項説明書は、「厚生労働省､有料老人ホーム設置運営標準指導指針

(H27.3.30 改正)」「埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針」の規定に基づく

ものです。

住宅型有料老人ホーム 



別紙様式１

住宅型有料老人ホーム

重要事項説明書

記入年月日 令和　　年　　月　　　日

記入者名 　坂口　篤朗 所属・職名 　ゆうらくさんち管理者　

１．事業主体概要

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

　 事業主体の名称 法人の種類 　営利法人

名称 （ふりがな）

かぶしきがいしゃいーすとまんらいつ

株式会社イーストマンライツ

事業主体の主たる

事務所の所在地

〒350-1248

埼玉県日高市 四本木 1-2-14

事業主体の連絡先 電話番号 　042-978-5258

ＦＡＸ番号 　042-985-6650

ホームペー

ジアドレス

なし

あり：http:// www.yuuraku-group.jp

事業主体の代表者の

職名及び氏名

職名 　代表取締役社長

氏名 　吉原　行

事業主体の設立年月日

平成5年11月 30日

事業主体が埼玉県内で実施する他の介護サービス

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地

＜居宅サービス＞

　訪問介護 あり なし 　ヘルパーステーションゆうらく東所沢 所沢市東所沢 5-14-5

訪問入浴介護 あり なし 　 　

訪問看護 あり なし 　 　
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訪問リハビリテーション あり なし 　 　

居宅療養管理指導 あり なし 　 　

通所介護 あり なし ﾃﾞｲｾﾝﾀｰゆうらく東所沢 所沢市東所沢 5-14-5

 　仝上 あり なし ﾃﾞｲｾﾝﾀｰゆうらくの里 日高市四本木1-2-14

　 仝上 あり なし 多機能ﾎｰﾑゆうらくさんち 飯能市美杉台1-21-10

通所リハビリテーション あり なし

短期入所生活介護 あり なし 　 　

短期入所療養介護 あり なし 　 　

特定施設入居者生活介護 あり なし 　 　

福祉用具貸与 あり なし 　 　

特定福祉用具販売 あり なし 　 　

＜地域密着型サービス＞

　定期巡回・随時訪問介護・看護 あり なし 　 　

夜間対応型訪問介護 あり なし

認知症対応型通所介護 あり なし 　 　

小規模多機能型居宅介護 あり なし 　 　

認知症対応型共同生活介護 あり なし 　 　

地域密着型特定施設入居者生活介護 あり なし 　 　

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり なし 　 　

複合型サービス あり なし

居宅介護支援 あり なし 居宅介護支援ゆうらく東所沢 所沢市東所沢 5-14-5

＜居宅介護予防サービス＞

　介護予防訪問介護 あり なし 　ヘルパーステーションゆうらく東所沢 所沢市東所沢 5-14-5

介護予防訪問入浴介護 あり なし 　 　

介護予防訪問看護 あり なし 　 　

介護予防訪問リハビリテーション あり なし 　 　

介護予防居宅療養管理指導 あり なし 　 　

介護予防通所介護 あり なし ﾃﾞｲｾﾝﾀｰゆうらく東所沢 所沢市東所沢 5-14-5

 　仝上 あり なし ﾃﾞｲｾﾝﾀｰゆうらくの里 日高市四本木1-2-14

　 仝上 あり なし 多機能ﾎｰﾑゆうらくさんち 飯能市美杉台1-21-10

介護予防短期入所生活介護 あり なし 　 　

介護予防短期入所療養介護 あり なし 　 　

介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし 　 　

介護予防福祉用具貸与 あり なし 　 　

特定介護予防福祉用具販売 あり なし 　 　

＜地域密着型介護予防サービス＞

　介護予防認知症対応型通所介護 あり なし 　 　

介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし 　 　

介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし 　 　

介護予防支援 あり なし 　 　

介護療養型医療施設 あり なし 　 　
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２．施設概要

施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

　施設の名称 （ふりがな）ゆうりょうろうじんほーむゆうらくさんち

有料老人ホームゆうらくさんち

施設の所在地 〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台 1-21-10

施設の連絡先 電話番号 　042-974-0186

ＦＡＸ番号 　042-974-0184

ホームページ

アドレス

なし

あり：http:// www.yuuraku-group.jp/

施設の開設年月日 　平成16年 9月 1日

施設の管理者の職名及び氏名 職名 　管理者　

氏名 　坂口　篤朗

施設までの主な利用交通手段

　　飯能駅よりバス５分　　バス停より徒歩３分

施設の類型及び表示事項 　類型　　　　住宅型有料老人ホーム

《表示事項》

○居住の権利形態：利用権方式

○利用料の支払い方式：月払い方式

○入居時の要件：入居時要介護

○介護保険：在宅サービス利用可

○居室区分：相部屋あり(個室・２人部屋)

○その他：
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３．従業者に関する事項（令和3年　4月　1日現在）

職種別の従業者の人数及びその勤務形態

　有料老人ホームの人数及びその勤務形態

　実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算

人    数専従 非専従 専従 非専従

施設長 　 １ 　 　 　1 　1.0

生活相談員 　　 2(兼務) 　 1（兼務） 　3 　1.0(兼務)

看護職員 　 　 　 　2 　2 　0.8

介護職員 　 　 　1 　７ 　8 　2.8

栄養士 　 　 　 　 　 　

調理員 　 　 　 　2 　2 　0.8

事務員 　 　 　 　 　

その他従業者 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 　　　　　40

※　常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者

が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換

算した人数をいう。

夜勤を行う職員の人数 （　　10 ）人

　　　夜勤帯平均人数（　20時～　　　9時） （　　1　）人

　　　最少人数（休憩者等を除く） （　　1　）人
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４．サービスの内容

施設の運営に関する方針

　経営理念

１．わたしたちはすべての人の人権を守り、一人ひとりの尊厳と個性を尊重します｡   

２．わたしたちはすべての人が地域で自立し、安心して生活できることをめざします。   

３．わたしたちは地域・社会に貢献し、必要とされる施設を目指します。  

４．わたしたちは、法人経営に当たって関係法令を遵守し、経営に関する情報を開示します。経営

にあたっては利用者や第３者の意見を積極的に取り入れていきます。

５．わたしたちは専門職集団として、社会福祉の価値・倫理を常に自覚し最新の知識と技術の習

得に努めます。

運営介護の方針

１．ご家族の介護負担を少なくし、ご利用者様の社会との関係性維持を支援します。

２．生活リハビリ介護で生活力の維持向上を目指します。

３．趣味・特技を生かし、生活に楽しみをもたらします。

４．きめ細やかな配慮に心がけ、ご利用者様に寄り添った介護を目指します

サービスの内容等

利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況 別紙

協力医療機関の名称 　医療法人新正会 間柴医院

　 （協力の内容）月2回以上の往診。

利用者の急変時の対応。

協力歯科医療機関 なし あり その名称

医療法人　健友会

　 （協力の内容）月1回の往診。

急変時の緊急往診
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５．住み替えに関する事項

　 　 入居後に居室を住み替える場合

　 一時介護室へ移る場合　　　　　　　　一時介護室を設けません

　 判断基準・手続について

　 （その内容）

追加的費用の有無 なし あり

居室利用権の取扱い

　 （その内容）

入居一時金償却の調整の有無 なし あり

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり

従前居室との仕様の変更

　 便所の変更の有無 なし あり

浴室の変更の有無 なし あり

洗面所の変更の有無 なし あり

台所の変更の有無 なし あり

その他の変更の有無 なし あり

　 （その内容）

他の居室へ移る場合

　 判断基準・手続について

　 （その内容）2人部屋利用のご夫婦のどちらか一方が亡くなられた場合、１人部屋へ

移動を進めること、また、ご夫婦の一方が先に入居されその後相手方が入居される場合

2人部屋に移動を進めることがあります。

追加的費用の有無 なし あり

居室利用権の取扱い

　 （その内容）

入居一時金償却の調整の有無 なし あり

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり

従前居室との仕様の変更

　 便所の変更の有無 なし あり

浴室の変更の有無 なし あり

洗面所の変更の有無 なし あり

台所の変更の有無 なし あり

その他の変更の有無 なし あり

　 （その内容）

他の施設に移る場合の条件等

事業者として移動はすすめません。
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６．入居者の状況（令和2年　5月　1日）

入居者の状況

　入居者の人数（報告に関する計画の基準日の前月末日）

　 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

６５歳未満

６５歳以上７５歳未満

７５歳以上８５歳未満 1 1

８５歳以上 3 2 1 2 8

　 自立 要支援１ 要支援２ 合計

６５歳未満

６５歳以上７５歳未満

７５歳以上８５歳未満

８５歳以上

入居者の平均年齢　 　　　　　　　　　　　　88歳

入居者の男女別人数　 男性 　 女性 　9

入居率（一時的に不在となっている者を含む） 　　　　100％

前年度に退去した者の人数

　 　 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

自宅等

社会福祉施設

医療機関 1 1

死亡者 1 １

その他

　 自立 要支援１ 要支援２ 合計

自宅等

社会福祉施設

医療機関

死亡者

その他

入居者の入居期間

　 入居期間 ６ヶ月未満 ６ヶ月以上

１年未満

１年以上

５年未満

５年以上10

年未満

10年以上15

年未満

15年以上

入居者数 0 1 6 1 1 0
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７．施設、設備等の状況

施設、設備等の状況

　建物の構造 建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物 なし あり

建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物 なし あり

居室の状況 区分 室数 人数 １の居室の床面積

一般居室個室 あり なし 　8 　 6.8㎡～

　8.94㎡

一般居室相部屋
あり なし

　1 12.21㎡

　 ㎡

　 ㎡

一時介護室 あり なし 　 　 ㎡

あり なし 　 ㎡

　 ㎡

　 ㎡

あり なし 　 ㎡

共用便所の設置数 　2 うち男女別の対応が可能な数 　0

うち車いす等の対応が可能な数  2　

個室の便所の設置数 個室における便所の設置割合 　

うち車いす等の対応が可能な数 　

浴室の設備状況 浴室の数 個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴

1

　その他、浴室の設備に関する事項

食堂の設備状況 　

　入居者等が調理を行う設備状況 なし あり

その他、共用施設の設備状況

　 なし あり （その内容）

洗面所、

バリアフリーの対応状況

　（その内容）

全フロアバリアフリー

緊急通報装置の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり

外線電話回線の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり

テレビ回線の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり

施設の敷地に関する事項

　敷地の面積 236.69㎡

事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり

　抵当権の設定 なし あり

貸借（借地）

　 なし あり 契約期間 始 　 終 　

　 契約の自動更新 なし あり

施設の建物に関する事項

　建物の構造 　木造瓦葺２階建

建物の延床面積 196.65㎡

事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり

　抵当権の設定 なし あり

貸借（借家）

　 なし あり 契約期間 始 　 終 　

　 契約の自動更新 なし あり
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８．利用者からの苦情窓口等

利用者からの苦情に対応する窓口等の状況

　事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口

　窓口の名称 　有料老人ホームゆうらくさんち

電話番号 　042-974-0186

対応している時間 平日 　9：00 ～ 17：00

土曜 　9：00 ～ 17：00

日曜・祝日 　9：00 ～ 17：00

　定休日等 　

上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等

　窓口の名称 埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

電話番号 048-830-3247

対応している時間 平日 　8：30 ～ 17：15

土曜 　

日曜・祝日 　

　定休日等 土・日・祝日、年末年始(12/29～1/3)を除く

サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応

　損害賠償責任保険の加入状況

　 なし あり （その内容）介護事業者賠償責任補償加入

その他、介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関すること

　 なし あり （その内容）

サービスの提供内容に関する特色等

　（その内容）生活リハビリを主体に、医療連携により安心な生活を送れるような施設。

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

　利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況

　 なし あり 実施した年月日 　

当該結果の開示状況 なし あり

第三者による評価の実施状況

　 なし あり 実施した年月日 　

実施した評価機関の名称 　

当該結果の開示状況 なし あり
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９．利用料金

利用料の支払い方法 一時金方式 月払い方式 選択方式

敷金 ０円（家賃の　　ヶ月分）

一時金方式

　一時金及び月単位で支払う利用料

年齢に応じた金額設定 なし あり

要介護状態に応じた金額設定 なし あり

料金プラン

プラン名称 一時金 月額 （内訳）

計 家賃相

当額

介護費用 食費 光熱水費 管理費

※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

算

定

根

拠

家賃相当額

食費
　

光熱水費

管理費

一時金

その他

一時金の償却に関する事項

　償却開始日の設定 入居日

初期償却率（％）

想定居住期間を超えて契約が継続

する場合に備えて受領する額

権利金等（※）の額

（※）平成24年 3月 31日までに老人福祉法第 29条第 1項の規定により届出がされた施設に限る。

償却年月数

（想定居住期間）

契約終了時返還金の算定方法及び返還金の例

保全措置の実施状況 なし あり （保全先）

三月以内の契約終了による返還金について

三月の起算日 入居日

契約終了日までの利用期間に係る利用料及び現状回復のための費用の算定方法

一時金の支払方法

月払い方式
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月単位で支払う利用料

年齢に応じた金額設定 なし あり

要介護状態に応じた金額設定 なし あり

料金プラン

プラン名称 月額 （内訳）

計 家賃相当額 介護費用 食費 光熱水費 管理費

個室 １階

２階４号

２階 ５号

２階１号

２階 ２号

２階 ３号

46,000

51,000

　　51,000

　61,000

　61,000

61,000

32,730 56,450

二人部屋 　46,000　　 32,730 56,450

生活保護の方 　46,000 29,850 20,000

※介護保険サービスの自己負担額は含まない。

算

定

根

拠

家賃相当額 ㎡により算定

食費 朝 237円　昼 399円　夕 345円　おやつ110円

光熱水費 管理費に含む

管理費 建物の維持管理、光熱費含む

その他

一時金方式・月払い方式共通

利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料

個別的な選択による

生活支援サービス

なし あり

算定

根拠

病院受診対応　サービス提供に係わる人件費による　30分 1,100円

料金改定の手続

１０．その他

有料老人ホーム設置時の老人福祉法第２９条第１項に規定する届出 あり なし

有料老人ホーム設置運営指導指針の不適合事項

なし

あり （その内容）

「全ての居室について、１人あたりの有効面積が指針で定められた基準未満。」

「片廊下の有効幅について、指針で定められた基準未満。」

添付書類：「介護サービス等の一覧表」

（虐待防止のための措置に関する事項）
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　事業所は、利用者の虐待の発生又は再発防止のため次の措置を講ずるものとする。

（1） 虐待を防止するための対策を検討する委員会の定期的開催

（2） 虐待を防止のための指針を整備

（3） 虐待防止のための従業者に対する研修の定期的実施

（4） 虐待防止のために必要な措置の担当者を置く

（ハラスメントに関する措置）

事業者は、適切な就業環境を確保するため下記に類するこれらを防止するための方針を明確化し

必要な措置を講じます。

（1） 事実確認・とるべき措置の検討・再発防止策の実施

（2） ハラスメント防止のための指針を整備

（3） ハラスメントを防止のための従業者に対する研修の定期的実施

（4） ハラスメント防止のために必要な措置の担当者を置く

（感染症の予防及びまん延防止のための指針）

（1） 感染防止に向けた取組　感染の疑いについてより早期に把握できるよう、検温の実施、体調の確

認を行うこと等により、日頃から利用者・家族の健康状態や変化の有無等に留意し「高齢者介護

施設における感染対策マニュアル改訂版」、「介護現場における感染対策の手引き」等を参照の上、

対策を徹底する。

（2） 職員の取組　職員は、感染源にならないよう各自出勤前に体温を測定し、発熱等の症状が認めら

れる場合には出勤を行わないことを徹底する。

（3） 感染者等について　感染が疑われる利用者については、協力医療機関や主治医、相談センター等

に連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われる場合は保健所に相談

する。

（事業継続計画の基本指針）

災害発生時には次の方針に基づき業務を継続する。

（1） 自分の命も含めて人命保護を最優先する。利用者、職員の生命や生活を保護、維持するための業

務を最優先業務とする。

（2） 安全確保を図り、業務資源の復旧状況に応じて、順次、早期に再開を目指す。

（3） 平常時から利用者ごとの災害時の課題に向けた対策を行っておき、災害発生時には優先順位の

高い人から安否確認を行うなど必要な支援を行っていく。

（4） 余力のある場合には近隣住民や事業所への協力にあたる。

事業ご利用にあたり、契約者に対して本書面に基づいて契約内容及び重要事項を説明しました。
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令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　事業者　所在地　　埼玉県所沢市東所沢５丁目１４番５

　　　　　　　　　　　　　　名　称　　株式会社イーストマンライツ

　　　　　　　　　　　　説明者　　有料老人ホームゆうらくさんち

　　　　　　　　　　　　　　管 理 者 　 坂 口 篤 朗 　　　　　　　　　　　印

　私は、本書面より、事業者から事業についての重要事項の説明を受け、契約を締結します。

契約締結日　令和　　年　　月　　日

　　契約者　　　　　　<住　　所>　　

　　　　　　　　　　　<氏　　名>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　<生年月日>　　

　　　　　　　　　　　<電　　話>　　　　　　（　　　）

　　契約者代理人１　　<住　　所>

　　（連帯保証人）　　<氏　　名>　　　　　　　　　　　　　（続柄　　　　）　

　　　　　　　　　　　<電　　話>　　　　　　（　　　）

　　　　　　　　　　　<携帯電話>　　　　　　（　　　）

　　契約者代理人２　　<住　　所>

　　（連帯保証人）　　<氏　　名>　　　　　　　　　　　　　（続柄　　　　）　

　　　　　　　　　　　<電　　話>　　　　　　（　　　）

　　　　　　　　　　　<携帯電話>　　　　　　（　　　）

事業者　　<事業者名>　　有料老人ホームゆうらくさんち

<所 在 地>　　埼玉県飯能市美杉台１－２１－１０

<法 人 名>　　株式会社イーストマンライツ

　　　　　　　　　　　<法人住所>　　埼玉県日高市四本木１丁目２番地１４

　　　　　　　　　　　<代表者名>　　代表取締役　　吉　原　　　行　　　　　　印

※　　　　　　　　　　　　　　　　　
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